
398　第３部　外国子会社合算税制の仕組み

（７）「別表十七（三）　特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税

○ 別表十七（三）付表一 22 欄又は 23 欄から転

記 

○ ６欄の事業年度終了の日の翌日から２ヶ月を

経過する日が内国法人の事業年度に含まれてい

るか（措法 66の６①） 

○ 子会社とは、特定外国子会社等の保有割合が

25％以上かつ６月以上保有の法人（内国法人か

外国法人かを問わない）をいう（措令 39 の 15

①四・②十七） 

○ 特定目的会社、投資法人等から受ける配当等

の額を含めていないか（措令 39の 15①四） 

○ 24・25欄の金額を外国子会社合算税制に係る

外国税額控除（措法 66の７①）の対象となる内

国法人の事業年度（措令 39 の 18④）の別表十

七（三の三）９・10欄へ転記 

○ 16欄が「有」の場合には、記載する必要はな

いが、「無」の場合には、34欄の金額を記載（措

法 66の６①、措令 39の 16①・②）。 

 

 

○ 別表十七（三）付表一 29欄の計から転記（措

令 39の 15⑤一・⑥） 

○ ２以上の事業を営んでいるときは収入金額等

を総合的に勘案して判定したか（措通 66 の６

-17・66の６-８） 

○ 特定事業とは、次の事業をいう（措法 66の６

③） 

イ 株式・出資又は債券の保有 

ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、

特別の技術による生産方式等（これらの権

利に関する使用権を含む）の提供 

ハ 著作権（出版権・著作隣接権等）の提供 

ニ 船舶又は航空機の貸付け 

○ 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、

保険業、水運業又は航空運送業に該当する場合

には、10欄～13欄に記載 

  ただし、統括会社に該当する場合には、11・

12欄の記載は不要で、13欄には別表十七（三）

付表二の 36欄÷35欄の割合を転記（措令 39の

17④・⑩） 

○ 非関連者取引割合は 50％超になっているか

（措法 66の 6③一、措令 39の 17⑧） 

○ ６欄の事業年度中に納付の確定した法人所得

税額を記載（措令 39の 15⑤二） 

○ 加算欄には、非課税所得、損金算入配当、交

際費の損金不算入額などを記載しているか（措

令 39の 15①②） 

○ 本邦法令適用の場合は子会社の決算書上の当

期利益を、外国法令適用の場合は子会社の所得

金額を記載しているか（措法 66の６②二、措令

39の 15①②） 

○ 適用法令を変更する場合は所轄税務署長の承

認を受けているか（措令 39の 15⑨） 

○ 33・35欄の金額を外国子会社合算税制に係る

外国税額控除（措法 66の７①）の対象となる内

国法人の事業年度（措令 39 の 18④）の別表十

七（三の三）８・11欄へ転記 ○ 円換算は、特定外国子会社等の事業年度終了

の日の翌日から２月を経過する日（継続適用を

条件に、その２月を経過する日を含む内国法人

の事業年度終了の日）における電信売買相場の

仲値（TTM）で行っているか（措通 66の６-14） 

○ 内書きの金額を別表四の加算(流出)欄、別表

三（一）32欄へ転記する。  

 

○ 欠損金額となる場合には、別表十七（三）付

表一 28欄の当期分へ転記 

○ 34欄の金額を別表十七（三の二）21欄へ転記 


